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場
所
の
特
定
を
行
う
と
と
も
に
、標

識
掲
示
の
義
務
付
な
ど
の
対
策
を

講
ず
る

◉
　

子
ど
も
な
ど
は
受
動
喫
煙
に
よ

る
健
康
へ
の
影
響
が
特
に
大
き
い
た

め
、受
動
喫
煙
対
策
を
一
層
徹
底
す

る※
詳
し
く
は
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

https://jyudokitsuen.m
hlw
.

go.jp/

市
民
生
活
部
健
康

推
進
課（
地
域
保
健
係
）
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  ◉日曜日：受付時間9:00～16:30
  ◉夜間：小児（６歳以上）の診察を希望す 
　る場合はご連絡ください
  【問い合わせ】登米市民病院
  ☎0220（22）5511

受
動
喫
煙
と
は
、た
ば
こ（
加
熱

式
た
ば
こ
を
含
む
）か
ら
発
生
し
た

煙
や
蒸
気
を
自
分
の
意
思
に
関
係

な
く
吸
い
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
で

す
。受
動
喫
煙
は
、た
ば
こ
を
吸
わ

な
い
人
の
健
康
に
悪
影
響
を
及
ぼ

し
ま
す
。

　

た
ば
こ
を
吸
う
人
も
、吸
わ
な

い
人
も
受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康
の

影
響
を
理
解
し
、受
動
喫
煙
が
生

じ
な
い
よ
う
に
周
囲
の
状
況
に
配

慮
す
る
こ
と
が
大
切
で
す

◉
　

受
動
喫
煙
が
周
り
の
人
に
与
え
る

健
康
へ
の
影
響
を
踏
ま
え
、受
動
喫

煙
を
望
ま
な
い
人
が
そ
の
よ
う
な
状

況
に
置
か
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

す
る

◉
　

施
設
ご
と
に
、禁
煙
措
置
や
喫
煙

◉電話番号
　♯8000
（プッシュ回線の固定電話、
携帯電話から）

　☎ 022 (212) 9390
（プッシュ回線以外の固定電
話、PHSから）

◉相談時間
　毎日午後７時～翌朝午前８時

休日・夜間診療案内は下記の
番号です（24時間対応）
　☎ 0229 (24) 2267
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◉診療科目　内科、外科、小児科　※原則応急処置まで
診療時間など、詳しくは問い合わせください。
【問い合わせ】石巻市夜間急患センター（石巻赤十字病院敷地内）
☎0225（94）5111

看
護
師
養
成
施
設

に
在
学
す
る
学
生
で
、将
来
看
護

師
と
し
て
市
立
病
院（
診
療
所
・

老
人
保
健
施
設
を
含
む
）に
勤
務

し
よ
う
と
す
る
人

８
人
程

度
・
月
額
10
万
円
以
内

貸
付
決
定
月
か
ら
看

護
師
養
成
施
設
を
卒
業
す
る
月
ま

で（
看
護
師
養
成
施
設
の
修
学
年

数
を
限
度
）

※
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
は
、

償
還
は
全
額
免
除
と
な
り
ま
す

看
護
師
奨
学
金
貸

付
対
象
者
の
う
ち
希
望
者

８
人
程

度
・
20
万
円
以
内無

利
子
貸
付
と
し
、

看
護
師
奨
学
金
貸
付
の
最
後
の
月

か
ら
10
年
以
内
に
償
還

※
償
還
免
除
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん

◉

２
人（
１
人
は
家

族
可
、他
１
人
は
別
世
帯
で
独
立

生
計
を
営
む
人
）

次
の
書
類
を
郵
送
、

ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
❶
貸

付
申
請
書
❷
在
学
証
明
書
❸
戸
籍

抄
本
❹
在
学
す
る
大
学
の
学
長
、

学
部
長
、看
護
師
養
成
施
設
の
長

な
ど
の
推
薦
調
書
❺
そ
の
他
、市

長
が
必
要
と
認
め
る
書
類（
医
学

生
奨
学
金
等
貸
付
応
募
理
由
書
、

履
歴
書
、健
康
診
断
書
な
ど
）

※
様
式
は
、医
療
局
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

５
月
25
日（
月
）

〜
６
月
26
日（
金
）

※
当
日
消
印
有
効

　

有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害

を
防
止
す
る
た
め
、防
護
柵
の
設

置
や
狩
猟
免
許
の
取
得
に
か
か
る

経
費
を
補
助
し
ま
す
。

■

❶
市
内
に
住
所
が
あ
る

個
人
ま
た
は
法
人
で
、有
害
鳥
獣

に
よ
る
被
害
を
受
け
て
い
る
、ま

た
は
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
人
❷
防

護
柵
な
ど
を
設
置
す
る
農
地
が
市

内
に
あ
る
人

防
護
柵
な
ど
を
設
置

す
る
経
費（
消
費
税
は
除
く
）の
２

分
の
１
以
内
で
５
万
円
を
上
限
に

交
付

20
件
程
度

※
す
で
に
購
入
し
た
も
の
は
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。申
し
込
み
が
多

い
場
合
は
先
着
順
と
な
り
ま
す
の

で
、早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

■

市
内
に
住
所
が
あ
り
、

新
た
に
狩
猟
免
許
を
取
得
す
る
人

狩
猟
免
許
を
取
得
す

る
た
め
の
講
習
会
の
受
講
料
、狩

猟
免
許
試
験
の
手
数
料
、猟
銃
所

持
許
可
の
手
数
料
を
対
象
に
５
万

円
を
上
限
に
交
付

※
狩
猟
免
許
取
得
後
は
、市
が
取

り
組
む
有
害
鳥
獣
対
策
事
業
に
従

　

現
況
届
は
、６
月
分
以
降
の
児

童
手
当
の
受
給
継
続
要
件
を
確
認

す
る
た
め
の
大
切
な
手
続
き
で

す
。対
象
者
に
は
、６
月
10
日
頃
に

案
内
を
送
付
し
ま
す
の
で
、６
月

末
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

❶
現
況

届
❷
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
式
以
外
）❸

受
給
者
の
健
康
保
険
被
保
険
者
証

の
写
し（
厚
生
年
金
加
入
者
の
み
）

▼
受
給
者
が
児
童
と
別
居
し
て
い

る
場
合
＝
別
居
監
護
申
立
書（
児

童
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
入
さ
れ

て
い
る
も
の
）各

総
合
支
所
市
民
課

福
祉
事
務
所
子
育

て
支
援
課（
児
童
福
祉
係
）
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事
し
ま
す

５
件

産
業
経
済

部
農
林
振
興
課（
農
村
環
境
係
）
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書
類
審
査
、面
接
審

査（
７
月
下
旬
予
定
）▼
面
接
日
時

な
ど
、詳
細
は
別
途
連
絡

貸
付
目
的
が
達
成
で

き
な
い
場
合
は
、貸
し
付
け
を
停

止
し
、年
10
％
の
利
息
を
加
え
て

一
括
償
還
し
て
い
た
だ
き
ま
す医

療

局
経
営
管
理
部
経
営
管
理
課（
管

理
係
）
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／
登
米
市

迫
町
佐
沼
字
下
田
中
25（
登
米
市

民
病
院
内
）
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